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令和３年横審第４３号 

裁    決 

貨物船Ａ遊漁船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 三級海技士（航海） 

  受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官熊谷貴樹出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ｂの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 受審人ａを戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和３年７月１１日１１時５２分 

 東京湾アクアライン風の塔（川崎人工島）北東方沖合 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 貨物船Ａ        遊漁船Ｂ 
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  総 ト ン 数 ４,０５２トン     ４.２トン 

  登 録 長 ９９.３８メートル   ９.０５メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関     ディーゼル機関 

   出   力 ３,３０９キロワット  ２４３キロワット 

３ 事実の経過 

 Ａは、平成２４年１２月に進水し、最上層が操舵室の４層の船橋甲

板室を船尾楼上に配し、同楼前方の上甲板下に船首側からフォアピー

クタンク、錨鎖庫、燃料タンク及び左右各６個の貨物油タンクを設け、

貨物積載区画を二重船殻構造とし、石油精製品の国内輸送に従事する

船首尾楼付一層甲板型の油タンカー兼液体化学薬品ばら積船で、ａ受

審人ほか９人が乗り組み、空倉のまま、船首３.０メートル船尾５.０

メートルの喫水をもって、令和３年７月１０日１５時１０分宮城県仙

台塩釜港を発し、京浜港川崎区において荷役の予定で、東京湾アクア

ライン風の塔（川崎人工島）（以下「風の塔」という。）北東方沖合

の錨地に向かった。 

ａ受審人は、浦賀水道及び中ノ瀬各航路を北上して前示錨地に至り、

翌日の着岸時刻を調整する目的で、翌１１日１１時１５分東京湾アク

アライン風の塔灯（以下「風の塔灯」という。）から０３５.５度

（真方位、以下同じ。）１.１０海里の地点付近で、水深約２５メー

トルの海中に右舷錨を投じて錨鎖を５節水面まで延出し、錨泊中であ

ることを示す黒色球形形象物を表示して錨泊を始め、錨泊当直体制を

定めないまま、投錨操船に引き続いて単独での同当直に就いた。 

ａ受審人は、１１時３０分風の塔灯から０３５.５度１.１０海里の

地点で、休息のため降橋することとしたとき、単独の錨泊当直に就い

ていたが、目視により周囲の状況を確かめたところ、接近する他船を

認めなかったので、短時間であれば船橋を離れても支障ないものと思
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い、航海士に当直交替を指示するなど、錨泊当直を適切に維持せず、

降橋して船橋を無人とした。 

こうして、ａ受審人は、１１時４９分僅か過ぎ風の塔灯から０３５.５

度１.１０海里の地点で、船首が３３６度を向いたとき、右舷船尾５４

度１,５００メートルのところにＢを視認することができ、その後同

船が自船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近する状況であった

ものの、依然船橋を無人としたままだったので、このことに気付かず、

注意喚起信号を行わないまま錨泊を続け、１１時５２分風の塔灯から

０３５.５度１.１０海里の地点において、Ａは、船首が３３５度を向

いたとき、その船尾右舷にＢの船首部が後方から５３度の角度で衝突

した。 

当時、天候は晴れで風力２の南東風が吹き、潮候はほぼ低潮時にあ

たり、視界は良好であった。 

ａ受審人は、衝撃に気付いて直ちに船尾甲板に向かい、衝突の事実

を知って事後の措置に当たった。 

また、Ｂは、平成２４年１月に進水し、船体中央部に操舵室を設け、

操舵室前部右舷寄りに舵輪、その前方に左舷から魚群探知機一体型の

ＧＰＳプロッター、機関回転計及びレーダー、右舷側に機関遠隔操縦

装置、後方に操縦席をそれぞれ備えた最大搭載人員が旅客８人及び船

員１人のＦＲＰ製遊漁船で、ｂ受審人が単独で乗り組み、釣り客４人

を乗せ、遊漁の目的で、船首０.２メートル船尾０.９メートルの喫水

をもって、同日０５時３０分東京都大田区吞川右岸の係留地を発し、

京浜港川崎第１区の釣り場に向かった。 

ｂ受審人は、０６時０５分前示釣り場に到着して遊漁を始めたもの

の、期待した釣果が得られなかったので、千葉港千葉第４区の釣り場

に移動し、納竿時刻を延長して遊漁を続け、１１時２０分帰途に就き、
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釣り客を操舵室及び船尾部に待機させ、自らは操縦席に腰掛けた姿勢

で単独の操船に当たり、１１時３０分半僅か過ぎ風の塔灯から０９３.５

度６.３５海里の地点で、針路を多摩川河口に向く２８２度に定めて

自動操舵とし、機関を回転数毎分２,４００にかけ、１６.３ノットの

速力（対地速力、以下同じ。）で進行した。 

ｂ受審人は、１１時４３分僅か過ぎ風の塔灯から０８３度３.０７

海里の地点に達したとき、前路を一見して航行の支障となる船舶を見

掛けなかったことから気が緩んで眠気を催したが、これまで係留地に

向かう途中で居眠りをしたことがなかったので、まさか居眠りに陥る

ことはないものと思い、窓を開放して換気するなど、居眠り運航の防

止措置を十分にとらなかった。 

ｂ受審人は、同じ姿勢を続けるうち、いつしか居眠りに陥り、１１

時４９分僅か過ぎ風の塔灯から０６３度１.６０海里の地点に至った

とき、正船首１,５００メートルのところに、Ａを視認することがで

き、その後錨泊中の同船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近す

る状況であったものの、居眠りに陥っていてこのことに気付かず、Ａ

を避けることなく続航中、１１時５２分僅か前釣り客の声で目を覚ま

し、船首至近に迫ったＡを認め、左舵をとって機関を中立運転にした

ものの、及ばず、Ｂは、原針路のまま、１２.５ノットの速力となっ

たとき、前示のとおり衝突した。 

衝突の結果、Ａは、右舷船尾外板に修理を要しない擦過傷を、Ｂは、

右舷船首部外板に破口等をそれぞれ生じ、釣り客４人が打撲傷等を負

った。 

 

 （航法の適用） 

 本件は、海上交通安全法が適用される風の塔北東方沖合において、錨
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泊中のＡと航行中のＢとが衝突したものであるが、同法には本件に適用

できる航法規定がないことから、一般法である海上衝突予防法が適用さ

れる。 

海上衝突予防法には、錨泊中の船舶と航行中の船舶に適用する定型的

航法規定がないことから、同法第３８条及び第３９条の船員の常務によ

って律するのが相当である。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

本件衝突は、風の塔北東方沖合において、係留地に向けて航行中のＢ

が、居眠り運航の防止措置が不十分で、前路で錨泊中のＡを避けなかっ

たことによって発生したが、Ａが、錨泊当直の維持が不適切で、注意喚

起信号を行わなかったことも一因をなすものである。 

 ｂ受審人は、風の塔北東方沖合において、操縦席に腰掛けた姿勢で単

独の操船に当たり、係留地に向けて自動操舵により航行中、眠気を催し

た場合、居眠りに陥ることのないよう、窓を開放して換気するなど、居

眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。しかるに、同

人は、これまで係留地に向かう途中で居眠りをしたことがなかったので、

まさか居眠りに陥ることはないものと思い、居眠り運航の防止措置を十

分にとらなかった職務上の過失により、いつしか居眠りに陥り、前路で

錨泊中のＡを避けずに進行して同船との衝突を招き、Ａ、Ｂ両船にそれ

ぞれ損傷を生じさせ、自船の釣り客４人を負傷させるに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 ａ受審人は、風の塔北東方沖合において、着岸時刻を調整する目的で

錨泊中、休息のため降橋する場合、単独の錨泊当直に就いていたのだか
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ら、船橋を無人にすることのないよう、航海士に当直交替を指示するな

ど、錨泊当直を適切に維持すべき注意義務があった。しかるに、同人は、

目視により周囲の状況を確かめたところ、接近する他船を認めなかった

ので、短時間であれば船橋を離れても支障ないものと思い、錨泊当直を

適切に維持しなかった職務上の過失により、自船に向首して衝突のおそ

れがある態勢で接近するＢに気付かず、注意喚起信号を行わないまま錨

泊を続けて同船との衝突を招き、Ａ、Ｂ両船にそれぞれ損傷を生じさせ、

Ｂの釣り客４人を負傷させるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和４年７月７日 

     横浜地方海難審判所 

          審 判 官  菅  生  貴  繁 


